
（別紙４）  

調査票情報等の適正な管理のために講じるべき措置の例 

 

 

１ 管理体制 

(1) 調査栗情報等を適正に管理するため、管理責任者を置く。 

(2) 管理責任者は、必要に応じてその事務の一部を担当させるため、管理担当者を指定する。 

(3) 管理責任者は、調査票情報等の管理に係る業務を適正に運営するため、調査事務従事者の事務の範

囲及び責任を明確にする。 

(4) 管理責任者は、 調査票情報等の管理に係る業務において、災害時等の非常時における対策を定める

とともに、その内容を調査事務従事者に周知する。 

 

2 詞査票情報等の管理 

(1) 管理責任者は、調査票情報等を取り扱うことができる調査事務従事者及び取り扱うことができる調

査票情報等の範囲を定める。 

(2) 管理責任者は、調査票情報等の受払い、保管に関し、必要な事項の台帳等への記録、定期的又は随

時の点検を行う。 

(3) 管理責任者は、調査票情報等について、所定の場所に保管し、その重要度に応じ、耐火・耐熱庫へ

の保管、施錠の措置を講ずる。 

(4) 管理責任者は、保存期間が経過した調査票情報等を廃棄する場合は、焼却、溶解、消去等の措置を

講ずる。 

(5) 管理責任者は、(1)から(4)の他、1 ～ 7に掲げる適正管理に関する事務の統括を実施する。 

 

3 集計処理時における調査票情報等の管理 

(1) 集計処理時における調査票情報等の取扱いは、管理責任者又は管理担当者の指示又は承認を受けた

者が行い、日々の集計のための作業が終了した後は、所定の場所に収納する。 

集計処理時にサーバーからクライアントに情報を移行して処理する場合において、集計処理が終了

した後は、クライアントの情報を消去し、サーバーの定められたエリアに情報が格納されたことを確

認する。 

(2) 集計処理は、各府省と協議して作成する計画に従って行い、管理担当者は、集計処理の内容に応じ

た実績の記録を行い、計画との照合等の措置を講ずる。 

(3) 管理責任者は、調査票情報等の集計処理の実績記録の内容を点検し、その実施状況を確認する措置

を講ずる。 

 

4 コンピュータによる集計処理 

(1) 管理責任者は、コンピュータによる集計の管理者（以下「集計管理者」という。）を指定する。 

(2) コンピュータによる集計処理は、集計管理者の指示又は承認を受けた者が行う。 

(3) 管理責任者は、コンピュータによる集計処理の実施状況を把握するため、集計処理に応じた実績を

記録し、計画との照合等を行う。 



(4) 管理責任者は、コンピュータの使用に関し、パスワード、識別カード等を設けるとともに、その管

理方法（登録、発行、更新、変更、抹消、保管等）を定め、定期的に又は随時、これを見直し、パス

ワードの見読防止、識別カードの不正使用防止等の措置を講ずる。 

(5) 管理責任者は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録）に記録された内容の秘匿の必要性の度合いに応じ、特定の集計処理を特

定のコンピュータに限定する、又は使用者に応じてアクセス可能な領域、機能を限定するなどの措置

を講ずる。 

(6) アンチウイルスソフトウエア、セキュリティパッチの導入、スクリーンロックの導入、定期的なデ

ータのバックアップ等適切なセキュリティ対策を講ずるほか、必要に応じて出力機器又はメールの利

用制限、外部ネットワークとの遮断を行う。 

(7) 外部と接続しているコンピュータを利用する場合は、ファイアウォール（外部からの不正なアクセ

スを遮断し、内部から外部にアクセスできる仕組み）の設定を行う。 

 

5 電磁的記録の管理 

(1) 管理担当者は、電磁的記録の障害の有無等について、定期的に又は随時、点検を行い、適切な管理

を実施するとともに、その結果を各府省に報告する。 

(2) 管理責任者は、電磁的記録のアクセスモニタリング機能（不正が行われていないかを監視するため

に、電磁的記録へのアクセス記録を採取し、記録する機能）を設け、その記録を定期的に又は随時分

析する等の方法により、不正アクセスに対し適切な対応を行う。 

 

6 ドキュメントの管理 

(1) 管理責任者は、各府省から貸与を受けたシステム設計書、オペレーション手引書、プログラム説明

書、コードブック等のドキュメントのうち、各府省が外部に知られることを適当としないものと指定

したものについては、所定の場所に保管する等の措置を講ずる。 

 

(2) 管理責任者は、各府省が指定したドキュメントの外部への持ち出し、複写、廃棄等について、その

管理上必要な手続を定める。 

(3) 各府省の指定したドキュメントの管理は、管理担当者が行い、定期的に又は随時、点検を行う。 

 

7 調査票情報等の保管施設の管理及び保安 

(1) 入退室管理 

①管理責任者は、必要に応じ、調査票情報等の保管室等への入室資格者を定めるとともに、入室目的

の確認、入退室の記録、部外者の識別化及び管理担当者の立会い等の措置を講ずる。 

②管理責任者は、必要に応じ、調査票情報等の保管室等の出入口の特定化による入退室の制限などの

措置を講ずる。 

③管理責任者は、必要に応じ、機械により入退室管理を行っている場合は、パスワード、識別カード

等を設けるとともに、その管理方法（登録、発行、更新、変更、抹消、保管等）を定め、定期的に

又は随時、これを見直し、パスワードの見読防止、識別カードの不当使用防止等の措置を講ずる。 



 

(2) 保安設備 

①不正・犯罪に備え、必要に応じ、調査票情報等の保管室に防犯ベル、監視設備の設置等の防犯措置

を講ずる。 

②災害に備え、必要に応じ、保管する媒体の特性を踏まえ、防火、防煙、防水、耐震等を考應した調

査票情報等の保管室の設置場所を選定するなどの保安措置を講ずる。 

 

(3) 事故発生時の対策 

①管理責任者は、調査票情報等の紛失、消失、汚損等の事故が発生したときは、速やかにその経緯、

被害状況等を調査するとともに、その調査結果について各府省に報告する。また、各府省の指示を

受け、必要な措置を講ずる。 

②管理責任者は、事故の原因分析に努め、必要な再発防止策等の措置を講ずる。 


